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規

則

■群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
四
十
三
号

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
第
四
項
の
表
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
局
の
部
県
営
ワ
ク
チ
ン
接
種
セ
ン
タ
ー
運

営
課
の
項
中
「
人
材
確
保
係
、
予
約
調
整
係
、
契
約
調
達
・
調
整
係
」
を
「
運
営
企
画
係
、
契
約
調

達
係
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
四
十
四
号

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

３

法
第
五
十
六
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
公
私
連
携
型
保
育
所
設
置
届
出
書
（
別

記
様
式
第
五
十
四
号
の
五
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
十
四
号
の
四
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別記様式第５４号の５（規格Ａ４）（第２６条関係）

公私連携型保育所設置届出書

年 月 日

群馬県知事 あて

住 所

設置代表者

氏 名

１ 設置主体

２ 経営主体

３ 名 称

４ 設置場所

５ 設置予定年月日 年 月 日

６ 設置後の事業開始予定年月日 年 月 日

７ 定員及び入所予定児童数調

区 分 人員 左 の 年 齢 別 内 訳 備 考

４ 歳
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児

以上児

予 定 定 員

人 人 人 人 人 人

４ 歳
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児

以上児

入所予定児童数

人 人 人 人 人 人

８ 当該市町村及び新設保育所の通園区域内の要保育児童等の状況

就学前 要保育 就学前児 既設保育 差引要保 今回入所予定
童数に対 所 入 所

区 分 世帯数 人口 児童数 児童数 育児童数
する割合 児 童 数

世帯数 児童数① ② ②／① ③ ②－③

世帯 人 人 人 ％ 人 人 世帯 人
当 該
市町村全体

新設保育所
の通園区域内

９ 保育所を必要とする具体的理由

注 主として通園区域内の産業、就業形態等を中心として具体的に記入すること。
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10 最低基準適合状況

⑴ 設備及び構造

イ 木造・木造モルタル・ブロック・軽鉄骨・重鉄骨・鉄筋・その他（ ）

ロ 平屋建て・二階建て・三階建て以上

所 有 ㎡
敷 地 ㎡ 土地の設置者の所有又は借地の別

借 用 ㎡

建築面積 ㎡ （延べ面積 ㎡）

建物の設置者 建物の設置者
区 分 室数 平面積 の所有又は借 備考 区 分 室数 平面積 の所有又は借 備考

用の別 用の別

㎡ ㎡
保 育 室 便 所
遊 戯 室 そ の 他
乳 児 室 小 計
ほふく室 屋外遊技場
調 理 室 建築面積及
医 務 室 び屋外遊技
事 務 室 場以外の敷

地
合 計

大便所 個（うち職員用便所 個）
摘 要 便所の状況 小便所 個（うち職員用便所 個）

乳児室付設便所 個

⑵ 設備に要する経費及び財源

建 物 土 地

１ 自己所有 １ 自己所有（今回買収を含む。） ㎡
新築（増築を含む。） ㎡ ２ 借地 ㎡
既存建物（改修して使用） ㎡ 計 ㎡

（改修せず使用） ㎡
２ 借家 ㎡
計 ㎡

上記のうち今回設置するために要する経費 上記のうち今回設置するために要する経費
建築又は改修費用 円 賃借料 円 買収代金 円 賃借料 円
１ 支出総額 円 １ 支出総額 円
２ 財源 ２ 財源

国庫補助金 円 市町村補助金 円
県費補助金 円 借入金（ ） 円
市町村補助金 円 （ ） 円
借入金（ ） 円 寄付金（ ） 円

（ ） 円 自己負担 円
寄付金（ ） 円 その他 円
自己負担 円 （具体的に記載） 円
その他 円 合計 円
（具体的に記載） 円
合計 円
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⑶ 職員

資格取得年月日
及びその保育士 予定給与月額

職名 専任兼任の別 氏 名 年齢 経験年数 備 考
養成所又は保育 （本俸のみ）
士試験の別

歳 年 円

人計

11 新設保育所の予算措置の状況
⑴ 当該保育所の予算 予算書に適正額計上済 予算書未作成

保育所設備費予算⑵ 市町村の支弁する 月の議会で計上済 月の議会で計上予定運 営 費 予 算
12 添付書類（社会福祉法人が設置主体となる場合）
⑴ 定款
⑵ 施設長となる者の履歴書（保育事業についての経歴を詳細に記載する。）
⑶ １０の⑴の表の敷地及び設備の平面図（方位を明記する。）
⑷ 市町村長との協定書写し

13 添付書類（社会福祉法人以外が設置主体となる場合）
⑴ 定款（規約）
⑵ 添付書類目録
⑶ 設立当初の財産が設置主体に帰属することを証する書類
ア 贈与契約書
イ 身分証明書
ウ 印鑑登録証明書
エ 残高証明書、所得証明書、納税証明書、資産証明書、不動産登記簿謄本及び所有権移転登記
確約書

⑷ 設置主体に帰属しない不動産の使用権限を証する書類
ア 地上権設定契約書及び地上権設定登記誓約書写し
イ 賃貸借契約書及び賃貸借登記誓約書写し
ウ 不動産登記簿謄本
エ 農地転用許可書

⑸ 設立当初の会計年度の事業計画書及び収支予算書
⑹ 設置及び経営主体役員の履歴書
⑺ 運営委員会名簿
⑻ 運営委員就任承諾書及び印鑑証明書
⑼ 施設建設関係書類
ア 施設建設計画書、建設図面及び施設建設費見積書
イ 設備整備費計画書及び設備整備費見積書
ウ 補助金交付内定通知書
エ 建設自己資金贈与契約書、身分証明書、印鑑登録証明書、残高証明書及び所得証明書
オ 貸付決定通知書
カ 償還計画書
キ 償還贈与契約書、身分証明書、印鑑登録証明書及び所得証明書

⑽ 施設長就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書
⑾ 諸規程
⑿ 過去３年間における決算書類（損益計算書及び貸借対照表）
⒀ 市町村長との協定書写し
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則
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の
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か
ら
施
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。
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公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定により、前橋都市計画工業団地造成事業を決定

したいので、同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和３年１０月５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画工業団地造成事業 駒寄スマートＩＣ周辺地区

２ 都市計画を定める土地の区域 前橋市池端町の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計

画課

４ 縦覧期間 令和３年１０月５日から同月１９日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

前橋都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和３年１０月５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画区域区分 駒寄スマートＩＣ周辺地区

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 前橋市池端町の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計

画課

４ 縦覧期間 令和３年１０月５日から同月１９日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

みなかみ都市計画道路を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和３年１０月５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 みなかみ都市計画道路 (1) ３・６・７号 水上駅湯原線 (2) ３・６・８号 湯

原鹿野沢線 (3) ３・６・９号 水上駅鹿野沢線

２ 都市計画を定める土地の区域

(1) ３・６・７号 水上駅湯原線

変更する部分 みなかみ町鹿野沢、小日向及び湯原地内
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(2) ３・６・８号 湯原鹿野沢線

変更する部分 みなかみ町湯原及び鹿野沢地内

(3) ３・６・９号 水上駅鹿野沢線

変更する部分 みなかみ町鹿野沢地内

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県沼田土木事務所及びみなかみ町地域整備課

４ 縦覧期間 令和３年１０月５日から同月１９日まで

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和３年１０月５日

群馬県警察本部長 千代延 晃 平

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 インターネット接続環境機器等賃借 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 群馬県前橋

市大手町一丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 令和３年８月２７日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地

５ 落札金額 １０９，４０６，８８０円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和３年７月１６日

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


